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江戸時代の城下町における大名家中の武家住宅の竃と囲炉裏の位置について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市立高専　　羽　深　久　夫

目　的　江戸時代の城下町における大名家中の武家住宅は、玄関・座敷の表向き部分と茶
万聞r"居間・台所等の内向き部分から構成され、とりわけ接客のために表向き部分を重視

する平面形式であった。一方、近代以降の都市独立住宅は、家族生活を尊重する生活思想

などの普及により、内向き部分を重視する傾向にあった。この近代以降に内向き部分を重

視してゆく過程を検討するには、その祖型と考えられている大名家中の武家住宅の内向き

の各部屋の実態を明らかしてゆく必要がある。本稿は、大名家中の武家住宅の内向きの部
屋のなかで、特に炊事に関わる茶の間・居間・台所等の機能を明らかするために、炊事を

行う竃（かまど・くど）と、炊事だけでなく採暖にも使われた囲炉裏（いろり・ろ）の位

置について検討するものである。

史料と方法　史料は、元禄14（1701）年の赤穂藩『赤穂浪人明屋敷改帳』以降の、弘前藩『

御家甲屋敷建家図』、古河藩『屋敷定法』・『屋敷目録』、飯田藩『家の記』、高遠藩『

御家中屋敷絵図』、南部藩『諸土屋敷地並建家図面書上』、津山藩『屋敷請取渡絵図』・
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『拝領屋敷引渡帳』、備中松山藩『御家中屋敷定法覚帳』を用いる
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炉裏が設けられた部屋名称、茶の間・居間・台所・土間等の部屋の有無を検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　・－習　　■--’　●V-7”　●r-「--r　‾V結　果　本史料においては、竃は「茶の間」か「居間」や「土間」、囲炉裏は記入例が少

亙口が「茶の間」か「居間」に設けられている。「茶の間」が無い場合には、竃と囲炉裏

は「居間」か「台所」に設けられている。このことから、「台所」はづ投的に竃や囲炉裏

を設けておらず、炊事や採暖を行う場所ではなかったと推察される。

2 Up- 2　江戸時代中、後期の住まいについての研究

　　　　　　　　　一家相の文献を通してー（第九報）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京家政学院大学 村田　あが

　旦雌　昨年度の本研究第８報に続き、本報告では江戸時代中、後期に多数出版された家

相文献の著者が多くの影響を受けたと考えられる、中国からの舶来書『居家必用』に焦点

をあて、その内容の分析を試み、日本の家相文献への波及効果について解明する。

　立迭『家政学文献集成・続編・江戸期vnj所収の、寛文13年（1672）京都松柏堂刻本

『居家必用』(中国の元・明・清三代にかけて民間に読まれた家庭人・官吏としての生活

の知恵をまとめた教養書。作者は不明。）から、住宅の建築法について記述した部分であ

る「丁集」の内の「宅舎」の項を読み下し、昨年度までに報告した江戸時代中、後期の家

相文献の内容との比較検討をする。

　拉誼『居家必用』「宅舎」の項の内容は、『周書秘奥造営宅経』から引用した、住宅、

庭、門、井竃、窓、厠などのあるべき姿と、「興工造作日」「入宅移居」に関する暦上の

吉凶の二部構成であり、①敷地の選び方では、「四神相応」に基づいた説明がなされる②

敷地、樹木、井竃、厠に関する禁忌が多い③後半の工事日程では暦が全てを左右する点が

特徴である。これらは、④r家を南向きにする」や「清潔に保つ」などの常識的・道徳的

な解釈や⑤四神相応などの方位に関する禁忌（但し特別の方位を忌むことはない）⑥暦に

よる禁忌により説明され、総体的に表現は簡潔である。江戸時代の家相文献と比較すると、

①テキストの構成②方位別吉凶や暦による吉凶判断などは大いに影響を受けており、全く

同じ表現なども散見するが、③鬼門などの特別の方位を忌む点や④畳数のぎ凶などの日本

風アレンジ⑤崇りや戒めの表現の複雑化⑥具体例の挿入が相違点として上げられる。
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